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令和２年度 定例監査結果報告書 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定例監査を戸田市監査委員監査

基準に準拠し実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり

決定した。 

 

１ 監査対象 

（１）対象課所 

こども青少年部  児童青少年課 

都市整備部    まちづくり推進課 

市民医療センター 総務課 

市民医療センター 診療室 

 

 （２）対象事務 

    原則として、令和元年度における財務に関する事務の執行。ただし、現金等及び備

品保管状況は、現年度も対象とする。 

 

２ 監査期間 

令和２年１０月２１日から令和２年１１月２０日まで 

 

３ 監査の着眼点（評価項目） 

（１）委託契約等に関する事務は適切か。 

（２）工事契約に関する事務は適切か。 

（３）補助金等に係る事務は適切か。 

（４）超過勤務手当に係る事務は適切か。 

（５）物品購入契約に関する事務は適切か。 

（６）財産管理事務は適切か。 

（７）所管事業が適切かつ効果的か。 

  



 

４ 監査の実施内容 

  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経

費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、関係職員

から説明を聴取するとともに、関係書類等の調査を実施した。 

 

５ 監査の結果 

監査対象となった事務について、おおむね適正に行われているものと認められた。なお、

指摘事項には該当しないものの、今後の事務執行において改善が必要な事項については、

監査委員の命を受けた行政委員会事務局長を通じて関係者に適正に処理を行うよう求め

たところである。 

 


